
 

 

 

安倍政権が、アベノミックス「三本の矢」すなわち大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成

長戦略を打ち出して以来、株価が上昇するとともに円安に転じて、大企業では大幅な黒字基調の経営報告を行って

おり、久々に春闘では賃上げ回答を行っています。しかし中小企業は、まだ経済回復の恩恵を被るまでには至って

はおらず、消費税増税を価格転嫁することもままならない状況です。この様な時代であればこそ、中小企業の経営

体質を強化して、経営を盤石なものとする必要があります。 

「中小企業経営革新塾」は、即経営に役立てることができる情報・ヒントが沢山盛り込まれているとともに、異業

種交流会も兼ねており、是非とも経営者・経営幹部の皆様方にご参加して頂き、経営体質の強化に役立てて下さい。 

 

 

中小企業の経営者の皆様方へ 

 
 

今回は「自社株評価」をテーマに取り上げ、以下の日程・内容にて開催いたします。 

・日時：平成２６年７月２３日（水） 受付：18:20～ 時間：18：30～20:45 

・場所：大田区産業プラザ PIO ６Ｆ Ｅ会議室（京浜急行 京急蒲田駅 徒歩 3分） 

・参加費  ：3,000円（当日徴収させていただきます） 

・セミナーに関するお問い合わせ先：日本経営士協会 阿比留（あびる）まで TEL：03-4455-7907 

時間 テーマ・概要 ゲストスピーカー紹介 

 １．ゲストスピーカーによるプレゼンテーション 

 

      

 

 ２．名刺交換 

 ３．適切な題材を取り上げたワークショップ 

 

 

電話 03-4455-7907 でのお申込も受け付けております。また、当協会のホームページからのお申込も可能です。

URL：http://info.jmca.or.jp/seminar/301/ 「セミナー・講習会のご案内」をご参照してください。 

なお、参加される方は事前準備の関係上、前日の７月２２日（火）までにお申込して下さる様お願いいたします。 

 

 

★平成２６年７月２３日（水） 「中小企業経営革新塾」に参加いたします。 

★会社名：                   ★役職名：               

★お名前：                   ★お電話番号：             

★メールドレス：                    

 東京都練馬区三原台 1-31-2 株式会社ビズソルネッツ内  

（特）日本経営士協会 首都圏支部 ＪＭＣＡ経営コンサル 

ティングチーム TEL：03-4455-7907 FAX：03-6740-1956 

７月２３日開催「中小企業経営革新塾」の概要 

～中小企業経営革新塾のご案内～ 

 

セミナーに関するお問い合わせ先 

セミナーの参加お申込について 

20:00～20:10 

主催：特定非営利活動法人 日本経営士協会 

中小企業の経営革新を促進し、未来を勝ち取るために！ 

FAXでのお申込：この用紙に必要事項を記入して、そのまま 

03-6740-1956までファックスして下さい。 

18:30～20:00 

 

 

協賛：公益財団法人 大田区産業振興協会 

20:10～20:45 

テーマ：自社株評価について 

  ～相続時における評価方法を知っておきませんか？～ 

 

概 要：中小企業の経営者の方々は、「所得税」や「法人税」

「消費税等」については詳しいかも知れませんが、しかし「相

続税」については、事業承継時のみに発生する「税金」ですの

で、中々理解し難い面があるかと思います。この一年ほどアベ

ノミックスの効果により景気も良くなりつつあり、上場株価も

上昇していますが、自社株評価額も上昇していますので、事業

承継の際に思わぬ「相続税額」を支払うことになりかねません。

経営者の皆さん、後継者のためにも「自社株の評価方法」を知

っておきませんか？ 

 

 

い、まず会社を「大会社」「中会社」「小会社」に区分して、

その会社の規模によって「類似業種比準方式」「純資産価額方

式」といった相続税に関する財産評価基本通達に定められた評

価の方法によって会社の株価を計算するのが原則です。  

ただ中小企業の株式（取引相場のない株式）の評価は一般的

に複雑ですので正確に計算しようとした場合には、専門家に

任せる必要があります。しかしひとつの目安としては、会社

の決算書を見て「貸借対照表」純資産の部の合計額を発行済

み株式数で割った金額が、1 株当たりのおおよその金額と考

えてもよいかもしれません。簡単な設例を以下に示し 

 

 

FAXにて皆様にセミナーをご案内することもあります。次回以後 FAXをご希望されない方はご連絡して下さい。 

経営士 谷澤 吉彦 氏 

谷澤税理士事務所 所長 

大手企業財務・会計事務所勤

務の経験を経て、平成５年谷澤

税理士事務所を開設、相続専門

のＦＰ事務所も併設。日本経営

士協会理事として活躍し、財務

研修の講師を担当。企業・法人

の監査役・監事の就任経験有り。 

 

http://info.jmca.or.jp/seminar/301/

